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〇 文化芸術活動助成事業申請状況 

事業名 文化芸術活動（1期） 文化芸術活動（2期） 若手アーティスト 

応募受付期間 ４月 15 日～５月 30 日 10 月１日～10 月 31 日 ４月 15 日～５月 30 日 

承認件数/応募件数 20件/45件 11 件/18 件 10 件/18 件 

申請分野別内訳
（件） 

音楽12 美術５ 舞踊３ 
伝統芸能４ 演劇６  
映像１ その他14 

音楽８ 演劇４ 美術１ 
舞踊１ その他４ 

舞踊３ 音楽３ 美術６ 
演劇２ 映像１  
伝統芸能１ その他２ 

助成額 
1 事業当たり上限 40 万円 

（補助率 2/3） 
1 事業当たり上限 20 万円 

（補助率 10/10） 

〇 審査に関するまとめ 

・文化芸術活動事業１期は、音楽 5 件、美術４件、舞踊２件、伝統芸能 1 件、演劇１件、その他 7 件、

２期は、音楽４件、演劇２件、舞踊１件、その他４件に助成しました。また、若手アーティスト文化

芸術活動事業は、舞踊３件、音楽２件、美術２件、演劇１件、映像１件、その他１件を承認しました。

両事業ともに各分野に幅広く承認しています。 

・承認された事業は、事業の目的が明確であり、実現にあたり、予算やスケジュールが適切に計画され

ています。 

・本助成金は、文化芸術活動を行う団体・個人を支援するとともに「区民の文化芸術活動の鑑賞機会の

充実」を目的としています。従って鑑賞者が少数且つ特定の範囲（関係者が多い）ではない事業が多

く承認されています。 

・「事業内容」は、事業の目的に沿い、且つ記載が具体的（コンサートの場合、演奏する曲目や出演者名

が記入されている等）な内容であると説得力があり、審査において評価が高い傾向となりました。 

・「今後の事業の展望」は、具体的に日時・会場が決まっており、現実的に実行可能な事業が評価されて

います。 

・審査は、募集要項に記載している「主な審査基準」に基づきおこないますので、基準に沿った事業内

容の説明が必要となります。また、承認された事業の多くは、「加点対象」に対する具体的な内容があ

るものが評価されています。 

・過去の実績において、申請者・団体名が確認できない資料は不備となりますのでご注意ください。 

 また、実績は申請する事業と同じ(近い)分野であることが必要です。 

・継続して実施している事業も、新たなテーマに取組むなど、挑戦を期待します。 

 

【事務局】  区民生活部文化・交流課 電話：03-5307-0734 

 

令和７年度 文化芸術活動事業（１期・2期）及び 

若手アーティスト文化芸術活動事業審査のまとめ 

 


